
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支柱上に設置されたナセルに、風車回転翼が取り付けられる主軸と、該主軸の回転を増
速して出力する増速機と、該増速機の出力によって駆動される発電機とが設けられた風力
発電用風車であって、
　前記主軸は、前記増速機の入力軸端に接続されていて、該入力軸端に対して前記主軸か
ら回転トルクが伝達されるようになっており、
　前記主軸は、一基の複列テーパーころ軸受を介して前記ナセルに支持されており、
　前記複列テーパーころ軸受は、支持する前記主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重
、及び曲げ荷重を受ける

ことを
特徴とする風力発電用風車。
【請求項２】
　支柱上に設置されたナセルに、風車回転翼が取り付けられる主軸と、該主軸の回転を増
速して出力する増速機と、該増速機の出力によって駆動される発電機とが設けられた風力
発電用風車であって、
　前記主軸は、前記増速機の入力軸端に接続されていて、該入力軸端に対して前記主軸か
ら回転トルクが伝達されるようになっており、
　前記主軸は、ラジアル荷重を受けるころの列とスラスト荷重を受ける一対のころの列と
を有する一基の三列ころ軸受を介して前記ナセルに支持されており、
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　前記三列ころ軸受は、支持する前記主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲
げ荷重を受ける

ことを
特徴とする風力発電用風車。
【請求項３】
　前記主軸は、軸線方向長さに対して外径が大きい円環状または円盤状をなしていること
を特徴とする請求項１または２に記載の風力発電用風車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力発電用風車に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電用風車は、支柱上に設置されたナセルに、風車回転翼と、この風車回転翼が受
けた風の力が主軸等を介して入力される増速機と、増速機の出力によって駆動される発電
機とを設けたものである。このような風力発電用風車としては、後記の特許文献１，２，
３に記載のものがある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、風車回転翼が設けられるローターが、増速機のプラネタリー
キャリアに直接装着されて、増速機によって支持された構造の風力発電用風車が記載され
ている。
　また、特許文献２には、ローターのハブが、増速機のプラネタリーホルダーに直接装着
されて、増速機によって支持された構造の風力発電用風車が記載されている。
　そして、特許文献３には、ローターが増速機に組み込まれて、増速機によって支持され
た構造の風力発電用風車が記載されている。また、このローターには、増速機の環状ギア
キャリア及び環状ギアが直接取り付けられており、ローター自体が増速機の一部を構成し
ている。
【０００４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０８１１７６４号明細書（第３欄，及び図１）
【特許文献２】国際公開第０２／０７９６４４号パンフレット（第４欄、及び図２）
【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／００４９１０８号明細書（要約，及び図面
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、これら従来の風力発電用風車には、以下のような問題があった。すなわち、風
車回転翼及びローターが増速機に支持される構造であるため、増速機及び増速機を支持す
る増速機支持体には、ローターに加わる荷重、例えばラジアル荷重、スラスト荷重、曲げ
荷重を受け止められるだけの強度が要求される。
　増速機の大きさは、その増速比だけでなく、要求される強度によっても左右されるもの
である。すなわち、同じ増速比であっても、強度の高い増速機は、その分だけ大きくなる
。このため、特許文献１，２，３に記載の風力発電用風車では、大型の増速機を用いる必
要がある。
【０００６】
　そして、このように大型の増速機は、重量も重いので、増速機単体、ナセル、及びナセ
ルを支持する支柱に加わる荷重も大きくなる。このため、これらの部材にもより高い強度
を持たせる必要があるが、この場合にはこれらの部材が大型化し、重量も増加してしまう
。
　このような理由から、従来の構成の風力発電用風車は、製造コストがかかる上、増速機
やナセル、支柱等の各構成部材の運搬、据付作業も困難になってしまう。
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　さらに、このように大型の増速機を用いることで、ナセル内のスペースが狭くなるため
、ナセルの構造の自由度、及びナセル内に設置される部品の配置の自由度が低くなり、設
計に手間がかかってしまう。
【０００７】
　また、このようにローターが増速機に支持されている構成では、メンテナンスのために
増速機を分解する場合には、一旦ローターを増速機から取り外して地上に降ろす必要があ
るので、メンテナンス作業が煩雑になってしまう。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ナセル上に設置される部材
の小型、軽量化が可能でかつメンテナンスが容易な風力発電用風車を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の風力発電用風車は以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかる風力発電用風車は、支柱上に設置されたナセルに、風車回転
翼が取り付けられる主軸と、該主軸の回転を増速して出力する増速機と、該増速機の出力
によって駆動される発電機とが設けられた風力発電用風車であって、前記主軸は、前記増
速機の入力軸端に接続されていて、該入力軸端に対して前記主軸から回転トルクが伝達さ
れるようになっており、前記主軸は、一基の複列テーパーころ軸受を介して前記ナセルに
支持されており、前記複列テーパーころ軸受は、支持する前記主軸に加わるラジアル荷重
、スラスト荷重、及び曲げ荷重を受ける

ことを特徴とする。
 
【００１０】
　本発明にかかる風力発電用風車では、ナセルに設けられる一基の複列テーパーころ軸受
によって、主軸を支持している。複列テーパーころ軸受は、単体で、支持する軸に加わる
ラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重を受けることができるものである。すなわち
、主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重は、すべてこの一基の複列テ
ーパーころ軸受によって受けられる。
　このように、本発明にかかる風力発電用風車では、一基の複列テーパーころ軸受によっ
て主軸を支持しているので、主軸の支持構造がコンパクトになる。
　また、このように主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重は、複列テ
ーパーころ軸受によって受けられるので、増速機に要求される強度が小さくて済む。
　増速機の大きさは、その増速比だけでなく、要求される強度によっても左右されるもの
である。本発明にかかる風力発電用風車では、このように増速機に要求される強度が小さ
くて済むので、増速機として、従来の風力発電用風車に用いていたものよりも小型、軽量
のものを用いることができる。
【００１１】
　また、主軸は増速機の入力軸に接続されるものであって、主軸と増速機とが分離可能で
あるので、増速機のメンテナンスを行う場合には、増速機を主軸と分離して、増速機のみ
をメンテナンスすることができる。同様に、主軸のメンテナンスを行う場合には、主軸を
増速機と分離して、主軸のみをメンテナンスすることができる。
【００１２】
　本発明にかかる風力発電用風車では、支柱上に設置されたナセルに、風車回転翼が取り
付けられる主軸と、該主軸の回転を増速して出力する増速機と、該増速機の出力によって
駆動される発電機とが設けられた風力発電用風車であって、前記主軸は、前記増速機の入
力軸端に接続されていて、該入力軸端に対して前記主軸から回転トルクが伝達されるよう
になっており、前記主軸は、ラジアル荷重を受けるころの列とスラスト荷重を受ける一対
のころの列とを有する一基の三列ころ軸受を介して前記ナセルに支持されており、前記三
列ころ軸受は、支持する前記主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重を
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受ける
ことを特徴とする。

【００１３】
　このように、本発明にかかる風力発電用風車では、ラジアル荷重を受けるころの列とス
ラスト荷重を受ける一対のころの列とを有する一基の三列ころ軸受によって主軸を支持し
ているので、主軸の支持構造がコンパクトになる。
　また、このように主軸に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重は、各ころ
軸受の列によって受けられるので、増速機及び増速機支持体に要求される強度が小さくて
済む。
　増速機の大きさは、その増速比だけでなく、要求される強度によっても左右されるもの
である。本発明にかかる風力発電用風車では、このように増速機に要求される強度が小さ
くて済むので、増速機として、従来の風力発電用風車に用いていたものよりも小型、軽量
のものを用いることができる。
【００１４】
　また、主軸は増速機の入力軸に接続されるものであって、主軸と増速機とが分離可能で
あるので、増速機のメンテナンスを行う場合には、増速機を主軸と分離して、増速機のみ
をメンテナンスすることができる。同様に、主軸のメンテナンスを行う場合には、主軸を
増速機と分離して、主軸のみをメンテナンスすることができる。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の風力発電用風車であって、
前記主軸は、軸線方向長さに対して外径が大きい円環状または円盤状をなしていることを
特徴とする。
【００１６】
　このように構成される風力発電用風車は、軸線方向長さに対して外径が大きく設定され
ている（外径と軸線方向長さとの比が大きく設定されている）。すなわち、従来の主軸に
対して、その軸線方向長さが短縮されているのである。但し、主軸には、複列テーパーこ
ろ軸受を設置するスペースが確保されている。
　これにより、主軸の軸線方向長さが抑えられて、主軸の重量が抑えられる。
　また、風車回転翼が風を受けた際に主軸に加わる曲げモーメントが小さくなるので、主
軸及び主軸の支持構造に要求される強度が小さくて済む。
　そして、このように主軸及び主軸の支持構造に要求される強度が小さくなるので、主軸
及び主軸の支持構造をより小型化することができる。
【００１７】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれかに記載の風力発電用風車で
あって、前記主軸と前記増速機の入力軸とは、カップリングを介して接続されていること
を特徴とする。
【００１８】
　このように構成される風力発電用風車では、主軸と増速機の入力軸とが、カップリング
を介して接続されているので、主軸と入力軸とのアライメント調整等の熟練を要する調整
作業が不要となり、組み立てやメンテナンスが容易となる。
　また、カップリングによっても、主軸から増速機へのラジアル荷重、スラスト荷重、及
び曲げ荷重の伝達が防止されるので、増速機に要求される強度がさらに小さくて済む。
　ここで、本発明では、カップリングとして、ギアカップリング、ディスクカップリング
、ブッシュによる接続構造、ピンによる接続構造の他、任意のカップリングを用いること
ができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明にかかる風力発電用風車では、主軸の支持構造、増速機、といったナセル上に設
置される部材を小型、軽量にすることができるので、ナセルを小型、軽量にすることがで
きる。また、このようにナセル及びナセル上に設置される部材を小型、軽量にすることが
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できるので、ナセル及び各部材の搬送、据付が容易となる。また、これら部材を支持する
支柱に加わる負担も少なくなり、支柱の構造も簡略化することができる。
　また、主軸と増速機とが構造的に分離されているので、これらを独立してメンテナンス
することが可能となり、メンテナンス性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
［第一実施形態］
　以下、本発明の第一実施形態について、図１から図３を用いて説明する。
　本実施形態にかかる風力発電用風車１は、図１に示すように、基礎 B上に立設される支
柱２と、支柱２の上端に設置されるナセル３と、略水平な軸線周りに回転可能にしてナセ
ル３に設けられるローターヘッド４とを有している。
　ローターヘッド４には、その回転軸線周りに放射状にして複数枚の風車回転翼５が取り
付けられている。これにより、ローターヘッド４の回転軸線方向から風車回転翼５に当た
った風の力が、ローターヘッド４を回転軸線周りに回転させる動力に変換されるようにな
っている。
【００２１】
　支柱２は、例えば複数のユニットを上下に連結した構成とされている。ナセル３は、支
柱２を構成するユニットのうち、最上部に設けられるユニット上に設置されている。
　ナセル３は、支柱２の上端に取り付けられるナセル台板６（図２参照）と、このナセル
台板６を上方から覆うカバー７（図１参照）とを有している。
　ここで、ナセル台板６は、支柱２に対して水平面上での回転を可能にして設けられてお
り、ナセル３は、図示せぬ駆動装置によってナセル台板６を駆動されることによって、水
平面上での向きを変えることができるようになっている。
【００２２】
　ナセル台板６は、図２に示すように、支柱２の上端に略水平にして取り付けられる床部
６ａと、床部６ａを上方から覆う殻体６ｂとを有している。
　殻体６ｂは、床部６ａとの接続部から上方に立ち上げられる壁部Ｗ１と、この壁部Ｗ１
と床部６ａの周縁部同士を接続するドーム部Ｗ２とを有している。
　また、壁部Ｗ１には、第一開口部Ｈ１が形成されており、ドーム部Ｗ２において第一開
口部Ｈ１に対向する位置には、第二開口部Ｈ２が設けられている。そして、これら第一、
第二開口部Ｈ１，Ｈ２を通じて、ナセル台板６の内外に設けられる部材同士が接続される
ようになっている。
【００２３】
　ナセル台板６には、図２に示すように、主軸１１と、主軸１１の回転を増速して出力す
る増速機１２と、増速機１２の出力によって駆動される発電機１３とが設けられている。
　増速機１２は、ナセル台板６内に設置されており、発電機１３は、ナセル台板６外の、
ドーム部Ｗ２の第二開口部Ｈ２と対向する位置に配置されている。これら増速機１２及び
発電機１３は、それぞれ図示せぬステー等によってナセル台板６に固定されている。
【００２４】
　増速機１２は、入力軸１２ａが、第一開口部Ｈ１を通じて、主軸１１に対する軸線周り
の相対回転を規制して接続されており、主軸１１から入力軸１２ａに入力された回転を、
発電機１３の発電に適した回転速度に増速して、出力軸１２ｂに出力するものである。
　本実施形態にかかる増速機１２は、一段もしくは複数段の増速を行うものであって、例
えば、入力軸１２ａと出力軸１２ｂとの間には、遊星歯車装置を用いた遊星段と、平歯車
を用いた平行段とがそれぞれ一段もしくは複数段直列にして設けられている。そして、こ
れら遊星段、平行段によって、入力軸１２ａに入力された回転がそれぞれ増速されて、最
終的に適切な回転速度として出力軸１２ｂに出力されるようになっている。
【００２５】
　また、発電機１３の発電機軸（図示せず）は、第二開口部Ｈ２を通じて、増速機１２の
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出力軸１２ｂに対する軸線周りの相対回転を規制して接続されており、出力軸１２ｂが回
転することで、発電機１３が駆動されて、発電が行われるようになっている。
　ここで、発電機１３としては、誘導型、巻線型、２次抵抗制御巻線誘導型（以下 RCC、
ローターカレントコントロール型）、２次励磁制御巻線誘導型（以下 D.F、静止セルビウ
ス式）、同期型、永久磁石方式、誘導多極式等、任意の方式の発電機１３を用いることが
できる。
【００２６】
　主軸１１は、ナセル台板６外の、壁部Ｗ１の第一開口部Ｈ１と対向する位置に配置され
ている。主軸１１は、その軸線方向の一端を第一開口部Ｈ１に向けて設けられており、主
軸１１と壁部Ｗ１との間には、複列テーパーころ軸受１６が介装されている。主軸１１は
、増速機１２の入力軸１２ａの先端に対して、複列テーパーころ軸受１６を介して接続さ
れている。
　また、主軸１１の軸線方向の他端には、ローターヘッド４が、主軸１１に対する回転軸
線周りの相対的な回転を規制して設けられている。これにより、ローターヘッド４と主軸
１１とは、一体的に軸線周りに回転するようになっている。
【００２７】
　複列テーパーころ軸受１６は、主軸１１の軸線方向の一端と壁部Ｗ１との間に、主軸１
１と同軸にして設けられており、主軸１１をその軸線周りの回転を可能にして支持してい
る。すなわち、主軸１１は、複列テーパーころ軸受１６を介して壁部Ｗ１に支持されてい
る。
　また、複列テーパーころ軸受１６と増速機１２の入力軸１２ａとの間には、カップリン
グ１７が設けられている（図３参照）。すなわち、主軸１１は、入力軸１２ａに対して、
複列テーパーころ軸受１６及びカップリング１７を介して接続されている。ここで、本実
施の形態では、カップリング１７として、ギアカップリングを用いている。
【００２８】
　以下、主軸１１の構造、主軸１１の支持構造、及び主軸１１と増速機１２との接続構造
について、図２及び図３を用いて詳細に説明する。
　図２に示すように、主軸１１は、短軸とされており、具体的には軸線方向長さＬ１に対
して外径Ｄ１が大きい略円環状をなしている（略円盤状であってもよい）。また、主軸１
１の軸線方向の端部において、ローターヘッド４が装着される一端には、第一フランジ１
１ａが設けられている。この第一フランジ１１ａには、ローターヘッド４がボルト止め等
によって装着されている。
　また、主軸１１の軸線方向の他端には、第二フランジ１１ｂが設けられている。この第
二フランジ１１ｂには、複列テーパーころ軸受１６がボルト止め等によって接続されてい
る。
【００２９】
　図２及び図３に示すように、複列テーパーころ軸受１６は、壁部Ｗ１に対してボルト止
め等によって接続される外輪１６ａと、外輪１６ａの径方向内側に同軸にして設けられて
主軸１１がボルト止め等によって接続される内輪１６ｂとを有している。
　図３に示すように、これら外輪１６ａ、内輪１６ｂとの間には、周方向に沿って複数の
転動体が設けられている。転動体としては、テーパーころ (円錐ころ )Ｒが用いられている
。以下、複列テーパーころ軸受１６において、軸線方向の同一位置で周方向に配置される
テーパーころを、まとめてテーパーころの列と呼ぶ。このテーパーころＲの列は、軸線方
向に沿って複数列配置されている (本実施形態ではテーパーころＲの列を二列設けた例を
示している )。
【００３０】
　さらに具体的な構成について説明すると、外輪１６ａの内周面には、軸線に対して傾斜
する外輪傾斜面Ｃ１が、全周にわたって設けられている。この外輪傾斜面Ｃ１は、軸線方
向に沿って二つ設けられており、各外輪傾斜面Ｃ１は、それぞれ軸線に対する傾斜方向が
反対向きとされている。
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　本実施形態では、主軸１１側の外輪傾斜面Ｃ１は、主軸１１側が径方向外側に位置し、
増速機１２側が径方向内側に位置する傾斜面とされている。また、増速機１２側の外輪傾
斜面Ｃ１は、主軸１１側が径方向内側に位置し、増速機１２側が径方向外側に位置する傾
斜面とされている。すなわち、外輪１６ａの内周面は、断面視山形をなしている。
【００３１】
　また、内輪１６ｂの外周面において、各外輪傾斜面Ｃ１に対向する位置には、それぞれ
内輪傾斜面Ｃ２が設けられている。各内輪傾斜面Ｃ２の傾斜方向は、対向する外輪傾斜面
Ｃ１の傾斜方向と同一の向きとされており、各内輪傾斜面Ｃ２の軸線に対する傾斜角度は
、対向する外輪傾斜面Ｃ１よりもわずかに緩く設定されている。
　本実施形態では、主軸１１側の内輪傾斜面Ｃ２は、主軸１１側が径方向外側に位置し、
増速機１２側が径方向内側に位置する傾斜面とされている。また、増速機１２側の内輪傾
斜面Ｃ２は、主軸１１側が径方向内側に位置し、増速機１２側が径方向外側に位置する傾
斜面とされている。すなわち、内輪１６ｂの外周面は、断面視谷形をなしている。
【００３２】
　テーパーころＲは、これら外輪傾斜面Ｃ１と内輪傾斜面Ｃ２の各対の間に、それぞれ周
方向に沿って複数設けられており、これらテーパーころＲの列は、主軸１１側に設けられ
る列と、増速機１２側に設けられる列との計二列配置されている。
　各列のテーパーころＲは、複列テーパーころ軸受１６の軸線に対して、対向する外輪傾
斜面Ｃ１、内輪傾斜面Ｃ２と同一方向に軸線を傾斜させて設けられている。
　具体的には、各列のテーパーころＲは、それぞれ小径側が径方向内側に位置し、大径側
が径方向外側に位置するようにして設けられている。そして、主軸１１側のテーパーころ
Ｒの列では、テーパーころＲは、大径側を主軸１１側に向けられ、小径側を増速機１２側
に向けられて設置されている。また、増速機１２側のテーパーころＲの列では、テーパー
ころＲは、大径側を増速機１２側に向けられ、小径側を主軸１１側に向けられて設置され
ている。
【００３３】
　前記カップリング１７は、図２及び図３に示すように、複列テーパーころ軸受１６の内
輪１６ｂと、複列テーパーころ軸受１６と入力軸１２ａとの間に入力軸１２ａと略同軸に
して介装される略円筒形状の内筒１８と、入力軸１２ａとによって構成されている。ここ
で、入力軸１２ａの先端部は円筒状に形成されており、この内部に内筒１８の軸線方向の
一端が挿入されている。そして、増速機１２を発電機１３側に移動させることで、入力軸
１２ａから内筒１８を引き出して、入力軸１２ａと内筒１８との係合を解除することがで
きるようになっている。
　図３に示すように、内輪１６ｂの内周面には、第一内歯車２１が設けられており、内筒
１８において内輪１６ｂの内周面に対向する領域には、第一内歯車２１に噛み合う第一外
歯車２２が設けられている。
　内筒１８において入力軸１２ａに挿入される領域には、第二外歯車２３が設けられてお
り、入力軸１２ａの先端部内面には、第二外歯車２３と噛み合う第二内歯車２４が設けら
れている。
　第二内歯車２４は、第一内歯車２１よりも小径とされており、これによって、内輪１６
ｂと入力軸１２ａとの間でトルク伝達が行われるようになっている。
【００３４】
　以下、このように構成される風力発電用風車１の動作について説明する。
　風力発電用風車１においては、ローターヘッド４の回転軸線方向から風車回転翼５に当
たった風の力が、ローターヘッド４を回転軸線周りに回転させる動力に変換される。
　このローターヘッド４の回転は、主軸１１に伝達されて、主軸１１から、複列テーパー
ころ軸受１６の内輪１６ｂ、カップリング１７の内筒１８を通じて、増速機１２の入力軸
１２ａに伝達される。そして、この回転は、増速機１２によって増速されて、出力軸１２
ｂを通じて発電機１３に入力され、発電機１３による発電が行われる。
　ここで、少なくとも発電を行っている間は、風の力を風車回転翼４に効果的に作用させ
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ることができるよう、適宜ナセル３を水平面上で回転させて、ローターヘッド４を風上に
向ける。
【００３５】
　このように風車回転翼５に風が当たると、主軸１１には、回転トルク以外にも、ラジア
ル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重が加わる。
　しかし、本実施形態にかかる風力発電用風車１では、このように主軸１１に加わった荷
重は、主軸１１を支持する複列テーパーころ軸受１６によって受けられ、増速機１２の入
力軸１２ａには、回転トルク以外の荷重がほとんど伝達されないようになっている。
【００３６】
　以下、複列テーパーころ軸受１６の作用について具体的に説明する。
　複列テーパーころ軸受１６において、内輪１６ｂの径方向外側には、テーパーころＲの
列が設けられている。このテーパーころＲの列の、さらに径方向外側には、外輪１６ａが
設けられており、この外輪１６ａは、ナセル台板６の壁部Ｗ１に支持されている。
　すなわち、内輪１６ｂは、壁部Ｗ１によって径方向の支持が行われているので、主軸１
１にラジアル荷重が加わっても、主軸１１の径方向への変位が最小限に抑えられる。この
ように、主軸１１にラジアル荷重が加わっても、このラジアル荷重が複列テーパーころ軸
受１６によって受けられるので、増速機１２の入力軸１２ａには、ラジアル荷重はほとん
ど伝達されない。
【００３７】
　そして、複列テーパーころ軸受１６では、テーパーころＲの列が、軸線方向に沿って二
列設けられている。すなわち、内輪１６ｂは、軸線方向の二箇所で支持されているので、
主軸１１に曲げ荷重が加わっても、主軸１１の傾きが最小限に抑えられる。このように、
主軸１１に曲げ荷重が加わっても、この曲げ荷重が複列テーパーころ軸受１６によって受
けられるので、増速機１２の入力軸１２ａには、ほとんど曲げ荷重が伝達されない。
【００３８】
　一方、複列テーパーころ軸受１６において、外輪１６ａの内周面には、軸線に対して傾
斜する外輪傾斜面Ｃ１が、軸線方向に沿って二つ設けられており、内輪１６ｂには、各外
輪傾斜面Ｃ１に対向させて、内輪傾斜面Ｃ２が設けられている。
　そして、これら外輪傾斜面Ｃ１と内輪傾斜面Ｃ２の対は、それぞれ軸線に対する傾斜方
向が反対向きとされている。
　このため、主軸１１にスラスト荷重が加わった場合には、スラスト荷重の加わる向きが
軸線方向のいずれの向きであっても、これら外輪傾斜面Ｃ１と内輪傾斜面Ｃ２の対のうち
、いずれか一方の対で、内輪傾斜面Ｃ２が、テーパーころＲ越しに外輪傾斜面Ｃ１に受け
られる。
　すなわち、内輪１６ｂは、外輪１６ａ及びテーパーころＲによって、軸線方向からも支
持されていて、主軸１１にスラスト荷重が加わっても、このスラスト荷重が複列テーパー
ころ軸受１６によって受けられるので、増速機１２の入力軸１２ａには、スラスト荷重は
ほとんど伝達されない。
【００３９】
　このように、本実施形態にかかる風力発電用風車１では、一基の複列テーパーころ軸受
１６によって主軸１１を支持しているので、主軸１１の支持構造がコンパクトになる。
　また、このように主軸１１に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重は、複
列テーパーころ軸受１６によって受けられるので、増速機１２及び増速機支持体に要求さ
れる強度が小さくて済む。
　そして、このように増速機１２に要求される強度が小さくて済むので、増速機１２とし
て、従来の風力発電用風車に用いていたものよりも小型、軽量のものを用いることができ
る。
【００４０】
　また、主軸１１は、軸線方向長さＬ１に対して外径Ｄ１が大きい円環状をなしている。
すなわち、主軸１１の長さＬ（軸線方向の寸法）が従来の主軸よりも短く設定されている
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。
　これにより、主軸１１の重量が抑えられ、また風車回転翼５が風を受けた際に主軸１１
に加わる曲げモーメントが小さくなるので、主軸１１及び主軸１１の支持構造に要求され
る強度が小さくて済む。
　そして、このように主軸１１及び主軸１１の支持構造に要求される強度が小さくなるの
で、主軸１１及び主軸１１の支持構造をより小型化することができる。
【００４１】
　このように、本実施形態にかかる風力発電用風車１では、主軸１１の支持構造、増速機
１２、増速機の支持体、といったナセル３上に設置される部材を小型、軽量にすることが
できるので、ナセル３を小型、軽量にすることができる。また、このようにナセル３及び
ナセル３上に設置される部材を小型、軽量にすることができるので、ナセル３及び各部材
の搬送、据付が容易となる。また、これら部材を支持する支柱２に加わる負担も少なくな
り、支柱２の構造も簡略化することができる。
【００４２】
　さらに、風力発電用風車１は、主軸１１と増速機１２とが構造的に分離されている。こ
のため、主軸１１と増速機１２とをそれぞれ独立してメンテナンスすることが可能であり
、メンテナンス性が高い。
　例えば、増速機１２のメンテナンスを行う場合には、増速機１２を主軸１１と分離して
、主軸１１をナセル３から取り外すことなく、増速機１２のみをメンテナンスすることが
できる。また、主軸１１のメンテナンスを行う場合には、主軸１１を増速機１２と分離し
て、主軸１１のみをメンテナンスすることができる。
【００４３】
　また、主軸１１と増速機１２の入力軸１２ａとが、カップリングを介して接続されてい
るので、主軸１１と入力軸１２ａとのアライメント調整等の熟練を要する調整作業が不要
となり、組み立てやメンテナンスが容易となる。
　そして、カップリング１７によっても、主軸１１から増速機１２へのラジアル荷重、ス
ラスト荷重、及び曲げ荷重の伝達が防止されるので、増速機１２及び増速機支持体に要求
される強度がさらに小さくて済む。
　さらに、本実施の形態では、主軸１１と増速機１２とは、ギアカップリングであるカッ
プリング１７を介して接続されている。そして、増速機１２を主軸１１から離間する向き
に引き出すことで、カップリング１７を分離させて、主軸１１と増速機１２とを容易に分
離することが可能である。このように、本実施形態にかかる風力発電用風車１では、主軸
１１と増速機１２とが容易に分離可能であるので、メンテナンス性が高い。
【００４４】
　ここで、本実施形態では、カップリングとして、ギアカップリングを用いた例を示した
が、これに限られることなく、ディスクカップリング、ブッシュによる接続構造、ピンに
よる接続構造の他、任意のカップリングを用いることができる。
【００４５】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態について、図４を用いて説明する。
　本実施の形態にかかる風力発電用風車３１は、図４に示すように、第一実施形態に示し
た風力発電用風車１において、一部構成を変更したものである。
　以下、風力発電用風車３１において、風力発電用風車１と同一または同様の構成につい
ては同じ符号を用いて示し、すでに説明した構成については、詳細な説明を省略する。
【００４６】
　本実施形態にかかる風力発電用風車３１は、風力発電用風車１において、主軸の形状、
主軸の支持構造、及び増速機の構成を変更したことを主たる特徴とするものである。
　風力発電用風車３１では、ローターヘッド４が接続される主軸として、短軸の主軸３２
、具体的には、軸線方向長さＬ２に対して外径Ｄ２が大きい略円環状の主軸３２を用いて
いる（略円盤状であってもよい）。
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　なお、ローターヘッド４と主軸３２とは、例えばボルト止め等の任意の接続構造によっ
て接続される。
【００４７】
　主軸３２は、その外周を複列テーパー軸受１６の内輪１６ｂに受けられており、複列テ
ーパー軸受１６を介して、ナセル台板６に支持されている。
　また、主軸３２の径方向内側には、カップリング３３を介して増速機３４の入力軸３４
ａが接続されている。入力軸３４ａは、主軸３２に対して、同軸かつ主軸３２に対する軸
線周りの相対回転を規制して接続されている。
【００４８】
　カップリング３３としては、例えば、主軸３２の内周面に設けられる内歯車と、入力軸
３４ａの外周面に設けられて内歯車と噛み合う外歯車とからなる、ギアカップリングが用
いられる。ここで、カップリング３３は、ギアカップリングに限定されるものではなく、
ディスクカップリング、ブッシュによる接続構造、ピンによる接続構造の他、任意のカッ
プリングを用いることができる。
【００４９】
　増速機３４は、主軸３２から入力軸３４ａに入力された回転を、適切な回転速度に増速
して出力軸３４ｂに出力するものであって、入力軸端及び出力軸端以外の部分は、ケース
３４ｃ内に収容されている。
　入力軸３４ａと出力軸３４ｂとの間には、遊星歯車装置を用いた遊星段３６と、遊星段
３６と直列に接続された平歯車を用いた平行段３７とが設置されており、各段で増速を行
うようになっている。本実施形態では、増速機３４は、遊星段３６を一段、平行段３７を
二段有しており、入力軸３４ａから入力された回転を、三段階の増速で適切な回転速度ま
で増速するようになっている。
【００５０】
　遊星段３６は、入力軸３４ａと平行段３７との間に設けられるものであって、いわゆる
プラネタリ方式のものである。具体的には、平行段３７の入力軸３７ａに設けられる太陽
歯車４１と、太陽歯車４１と同軸かつ軸線方向の位置を同一にして設けられるリング状の
内歯車４２と、太陽歯車４１と内歯車４２との間に設けられて、これらと噛み合う一対の
遊星歯車４３，４４とを有している。
【００５１】
　内歯車４２は、図示せぬステー等によってケース３４ｃに固定的に設けられていて、ケ
ース３４ｃに対する軸線周りの相対回転を規制されている。
　一対の遊星歯車４３，４４は、太陽歯車４２を挟んで反対側に設けられており、各遊星
歯車４３，４４の支持軸４３ａ，４４ａは、それぞれ入力軸３４ａに支持されている。
　入力軸３４ａは、主軸３２と同軸にして設けられるものであって、主軸３２の径方向内
側に挿入される円盤部４６（円環部であってもよい）と、円盤部４６から遊星歯車４３，
４４側に突出して設けられて、遊星歯車４３，４４の支持軸４３ａ，４４ａを、軸線周り
の回転を許容しつつ支持する軸受部４７とを有している。
【００５２】
　このように構成される風力発電用風車３１では、主軸３２が風力によって軸線周りに回
転駆動されると、カップリング３３によって主軸３２と接続される増速機３４の入力軸３
４ａも、主軸３２と一体となって軸線周りに回転される。
　すると、入力軸３４ａの軸受部４７に保持される遊星歯車４３，４４が、入力軸３４ａ
の軸線周りに回転する（公転する）。
　遊星歯車４３，４４は、固定的に設けられる内歯車４２と噛み合っており、入力軸３４
ａの軸線周りに回転駆動されることで、それぞれ支持軸４３ａ，４４ａ周りに回転する（
自転する）。
　このように遊星歯車４３，４４がそれぞれ自転することで、遊星歯車４３，４４に噛み
合う太陽歯車４１が、平行段３７の入力軸３７ａとともに軸線周りに回転駆動される。
　このようにして、遊星段３６は、主軸３２の回転を一段増速して平行段３７に伝達する
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。平行段３７は、入力軸３７ａに入力された回転を、さらに二段増速して、出力軸３４ｂ
に出力する。そして、出力軸３４ｂの回転は、発電機１３に入力されて、発電機１３によ
る発電に供される。
【００５３】
　このように構成される風力発電用風車３１において、増速機３４とは構成が異なる他の
増速機を採用してもよい。
　以下に、本実施形態にかかる風力発電用風車の増速機の他の構成例について、図５から
図７を用いて説明する。
　図５に示す増速機５１ (第一例 )は、図４に示す増速機３４において、遊星段３６の代わ
りに、いわゆるスター方式の遊星段５２を用いたものである。具体的には、遊星段５２は
、遊星段３６において、遊星歯車４３，４４の支持軸４３ａ，４４ａを入力軸３４ａに支
持させる代わりに、ケース３４ｃ（図５では図示せず）に接続されるステー５３によって
支持した構成とされている。
　ここで、支持軸４３ａ，４４ａは、太陽歯車４１回りの回転（公転）を規制して支持さ
れており、遊星歯車４３，４４は、それぞれ自転可能にして支持されている。
【００５４】
　また、遊星段５２では、入力軸３４ａと内歯車４２とを設ける代わりに、入力軸５１ａ
を用いている。入力軸５１ａは、主軸３２の径方向内側に同軸にして挿入される円柱部５
６（円筒部であってもよい）と、円柱部５６の太陽歯車４１側に設けられて遊星歯車４３
，４４と噛み合う内歯車５７とを有している。
　ここで、円柱部５６もまた、主軸３２に対して、カップリング３３を介して接続されて
いる。
【００５５】
　このように構成される増速機５１では、主軸３２が風力によって軸線周りに回転駆動さ
れると、カップリング３３によって主軸３２と接続される増速機５１の入力軸５１ａも、
主軸３２と一体となって軸線周りに回転する。
　すると、入力軸５１ａの内歯車５７に噛み合う遊星歯車４３，４４が、それぞれ自転す
る。
　このように遊星歯車４３，４４がそれぞれ自転することで、遊星歯車４３，４４に噛み
合う太陽歯車４１が、平行段３７の入力軸３７ａとともに軸線周りに回転駆動される。
　このようにして、遊星段５２では、主軸３２の回転を一段増速して平行段３７に伝達す
る。
【００５６】
　図６に示す増速機６１ (第二例 )は、図４に示す増速機３４において、遊星段３６の代わ
りに、いわゆる複合遊星方式の遊星段６２を用いたものである。具体的には、遊星段６２
では、遊星段３６において内歯車４２と噛み合っていた太陽歯車４１を、内歯車４２より
も平行段３７側にずらして設けている。そして、遊星歯車４３，４４の代わりに、太陽歯
車４１に噛み合う第一遊星歯車６３，６４と、これら第一遊星歯車６３，６４の入力軸３
４ａ側に配置されてそれぞれ内歯車４２と噛み合う第二遊星歯車６６，６７とが設けられ
ている。
　第一遊星歯車６３と第二遊星歯車６６とは、入力軸３４ａに支持される支持軸６８によ
って同軸にしてかつ軸線周りの相対回転を規制して支持されている。同様に、第一遊星歯
車６４と第二遊星歯車６７とは、入力軸３４ａに支持される支持軸６９によって同軸にし
てかつ軸線周りの相対回転を規制して支持されている。
　ここで、第一遊星歯車６３と第二遊星歯車６６とは、支持軸６８とともに軸線周りに回
転可能とされている。同様に、第一遊星歯車６４と第二遊星歯車６７とは、支持軸６９と
ともに軸線周りに回転可能とされている。
【００５７】
　この増速機６１では、入力軸３４ａが回転すると、入力軸３４ａに保持される第二遊星
歯車６６，６７が公転する。第二遊星歯車６６，６７は、内歯車４２に噛み合っているの
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で、このように公転することで、支持軸６８，６９とともに自転する。
　このように第二遊星歯車６６，６７が自転すると、これら第二遊星歯車６６，６７と支
持軸６８，６９を介して接続される第一遊星歯車６３，６４も自転することとなる。これ
により、これら第一遊星歯車６３，６４に噛み合う太陽歯車４１が回転駆動され、後段の
平行段３７に回転が入力される。
【００５８】
　この増速機６１では、太陽歯車４１及び第一遊星歯車６３，６４が、内歯車４２よりも
平行段３７側に位置しているので、これらの歯車の組の寸法を、内歯車４２の内径以内に
収める必要がなくなる。
　すなわち、この増速機６１では、第一遊星歯車６３，６４の径を、第二遊星歯車６６，
６７よりも大径とすることができ、これら第一、第二遊星歯車の間で、一段の増速を行う
ことができる。
　これにより、この増速機６１では、図４に示す増速機３４に比べて、より増速比を高め
ることができる。
【００５９】
　図７に示す増速機７１ (第三例 )は、図５に示す増速機５１において、遊星段５２の代わ
りに、いわゆる複合遊星方式の遊星段７２を用いたものである。具体的には、遊星段７２
では、遊星段５２において内歯車４２と噛み合っていた太陽歯車４１を、内歯車４２より
も平行段３７側にずらして設けている。そして、遊星歯車４３，４４の代わりに、太陽歯
車４１に噛み合う第一遊星歯車７３，７４と、これら第一遊星歯車７３，７４の入力軸３
４ａ側に配置されてそれぞれ内歯車４２と噛み合う第二遊星歯車７６，７７とが設けられ
ている。
　第一遊星歯車７３と第二遊星歯車７６とは、ステー８０を介して図示せぬケースに支持
される支持軸７８に設けられており、これら第一遊星歯車７３と第二遊星歯車７６とは、
支持軸７８によって同軸にしてかつ軸線周りの相対回転を規制して支持されている。同様
に、第一遊星歯車７４と第二遊星歯車７７とは、ステー８０を介してケースに支持される
支持軸７９に設けられており、これら第一遊星歯車７４と第二遊星歯車７７とは、支持軸
７９によって同軸にしてかつ軸線周りの相対回転を規制して支持されている。
　ここで、第一遊星歯車７３と第二遊星歯車７６とは、支持軸７８とともに軸線周りに回
転可能とされている。同様に、第一遊星歯車７４と第二遊星歯車７７とは、支持軸７９と
ともに軸線周りに回転可能とされている。
【００６０】
　この増速機７１では、入力軸５１ａが回転すると、入力軸５１ａの内歯車５７に噛み合
う第二遊星歯車７６，７７が、それぞれ自転する。
　このように第二遊星歯車７６，７７が自転すると、これらと支持軸７８，７９を介して
接続される第一遊星歯車７３，７４も自転することとなる。これにより、第一遊星歯車７
３，７４に噛み合う太陽歯車４１が回転駆動され、後段の平行段３７に回転が入力される
。
【００６１】
　この増速機７１においても、太陽歯車４１及び第一遊星歯車７３，７４が、内歯車４２
よりも平行段３７側に位置しているので、これらの歯車の組の寸法を、内歯車４２の内径
以内に収める必要がなくなる。
　このため、第一遊星歯車７３，７４の径を、第二遊星歯車７６，７７よりも大径とする
ことができ、これら第一、第二遊星歯車の間で、一段の増速を行うことができる。
　これにより、この増速機７１では、図５に示す増速機５１に比べて、より増速比を高め
ることができる。
【００６２】
　なお、上記の増速機５１、６１，７１の構成は、第一実施形態で示した風力発電用風車
１の増速機１２に適用してもよい。
【００６３】
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　ここで、上記各実施の形態において、発電機１３として、多極の発電機を用いてもよい
。
　多極の発電機は、発電機１３の発電機軸の回転速度が低くても、十分な電力を発生させ
ることができるものである。すなわち、増速機による増速比が小さくても済むので、増速
機として一段のみの増速を行う増速機を用いることができる。
　例えば、図８に示すように、増速機として前記遊星段３６のみからなる増速機８１を用
いたり、図９に示すように、増速機として前記遊星段５２のみからなる増速機８２を用い
ることができる。
　なお、発電機は、極数が多ければ安定して発電可能な発電機軸の回転速度の下限を下げ
ることができるので、８極以上のものを用いることが好ましい。
　図８と図９は増速機キャリア及び発電機の固定子がナセル台板６に直接組みつけられた
模式図となっているが、増速機８１，８２のケーシングや発電機１３のケーシングがナセ
ル台板６に組み込まれることもできる。
【００６４】
　このように一段のみの増速を行う増速機は、従来の多段の増速を行う増速機に比べて、
非常に小型、軽量で済む。また、このような増速機は、歯車の使用数が少ないので、信頼
性が高く、メンテナンスの手間が大幅に省ける。また、増速機が発する騒音が小さいので
、周囲の環境に悪影響を与えにくい。
【００６５】
　ここで、同期型の発電機は、発電した電力をすべて電力変換装置に入力して適正な出力
に調整する必要があるため、ナセル３上に比較的大型の電力変換装置を設置する必要があ
る。これに対して、誘導型の発電機（例えば doubly-fed式、またはローターカレントコン
トロール式）は、二次側の出力のみをインバーターに入力して変換するので、ナセル３上
には、小型のインバーターを設けるだけでよい。このため、誘導型の発電機を用いること
で、同期型の発電機を用いた場合に比べて、ナセル３上のスペースを有効利用することが
できる。
【００６６】
　また、上記各実施の形態において、主軸とローターヘッドとを別部材とした例を示した
が、これに限られることなく、例えば、図１０に示すように、主軸１１とローターヘッド
４とを一体化した結合体８６としてもよい。このような結合体８６は、例えば鋳造によっ
て製造される。
　この構成では、ローターヘッドと主軸との組付作業が不要になるため、風力発電用風車
の組み立て工数を低減することができる。また、主軸に取り付けのためのフランジを設け
る必要がなくなるので、主軸とローターとを別部材とした場合に比べて、軽量化を図るこ
とができる。
【００６７】
　また、上記各実施の形態において、主軸と増速機の入力軸との接続構造として、ギアカ
ップリングを用いた例を示したが、これに限られることなく、例えば図１１に示す接続構
造を用いてもよい。
　図１１に示す接続構造は、第一の実施形態において、内筒１８に設けられていた第二外
歯車２３及び入力軸１２に設けられていた第二内歯車２４をなくし、その代わりに、第二
外歯車２３が設けられていた領域の外周面に、入力軸１２ａ側に向かうにつれて外径が縮
径される断面視クサビ形状をなすテーパー状リング８７をボルトまたは油圧にて軸方向に
挿入したものである。
　この接続構造では、内筒１８の外周面に設けられるテーパー状リング８７が、入力軸１
２ａの内面に協力に挿入され、面圧によってテーパー状リング８７と入力軸１２ａとの間
に大きな摩擦力が生じる。そして、この摩擦力によって、主軸１１から内筒１８に伝達さ
れた回転が、テーパー状リング８７を介して入力軸１２ａに伝達される。
【００６８】
［第三実施形態］
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　次に、本発明の第三実施形態について、図１２を用いて説明する。
　本実施の形態にかかる風力発電用風車９１は、図１２に示すように、第一実施形態に示
した風力発電用風車１の一部を変更したものである。
　以下、風力発電用風車９１において、風力発電用風車１と同一または同様の構成につい
ては同じ符号を用いて示し、すでに説明した構成については、詳細な説明を省略する。
【００６９】
　本実施形態にかかる風力発電用風車９１は、前述した風力発電用風車１において、主軸
の支持構造を変更したことを主たる特徴とするものである。
　具体的には、風力発電用風車９１では、主軸１１を支持する支持構造として、複列テー
パーころ軸受１６の代わりに、ラジアル荷重を受けるころの列とスラスト荷重を受ける一
対のころの列とを有する一基の三列ころ軸受９２を介してナセル３に支持する構造を採用
している。
【００７０】
　三列ころ軸受９２は、主軸１１の軸線方向の一端と壁部Ｗ１との間に、主軸１１と同一
軸線を有して設けられており、主軸１１をその軸線周りの回転を可能にして支持している
。すなわち、主軸１１は、三列ころ軸受９２を介して壁部Ｗ１に支持されている。
【００７１】
　三列ころ軸受９２は、壁部Ｗ１に対してボルト止め等によって接続される外輪９２ａと
、外輪９２ａの径方向内側に同一軸線を有して設けられて主軸１１に対してボルト止め等
によって固定される内輪９２ｂとを有している。
　これら外輪９２ａ、内輪９２ｂとの間には、周方向に沿って複数の転動体が設けられて
いる。転動体としては、円筒ころＲｃが用いられている。以下、三列ころ軸受９２におい
て、軸線方向の同一位置で周方向に配置される円筒ころを、まとめてころの列と呼ぶ。こ
のころの列は、軸線方向に沿って三列配置されている。
【００７２】
　さらに具体的な構成について説明すると、外輪９２ａの内周面には、径方向に延びる断
面視矩形をなす第一の溝９３が、全周にわたって形成されている。また、第一の溝９３の
底面には、第一の溝９３よりも幅の狭い、径方向に延びる断面視矩形をなす第二の溝９４
が、全周にわたって形成されている。
　第一の溝９３の側壁９３ａは、外輪９２ａの軸線と同軸でかつ軸線に略直交する平面と
されている。また、第二の溝９４の底面９４ａは、外輪９２ａの軸線と同軸の円筒面とさ
れている。
【００７３】
　また、内輪９２ｂの外周面において、第一の溝９３ａに対向する領域には、周方向に延
びる断面視矩形の突状部９５が、全周にわたって形成されている。この突状部９５は、外
輪９２ａに形成される第一の溝９３ａ内に位置している。
　この突状部９５の側壁９５ａは、軸線に略直交する平面とされており、外周面９５ｂは
、軸線と同軸の円筒面とされている。
　すなわち、第一の溝９３の側壁９３ａと突状部９５の側壁９５ａとは、互いに平行な平
面とされており、第二の溝９４の底面９４ａと突状部９５の外周面９５ｂとは、互いに平
行な円筒面とされている。
【００７４】
　これら側壁９３ａと側壁９５ａとの間には、複数の円筒ころＲｃが、軸線を三列ころ軸
受９２の軸線を中心とする放射状にして設けられている。これら円筒ころＲｃの形成する
ころの列を、第一のころの列Ｒ１とする。
　また、底面９４ａと外周面９５ｂとの間には、複数の円筒ころＲｃが、軸線を三列ころ
軸受９２の軸線と略平行にして設けられている。これら円筒ころＲｃの列を、第二のころ
の列Ｒ２とする。
【００７５】
　この構成を採用した風力発電用風車９１においては、主軸１１に加わった荷重は、主軸
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１１を支持する三列ころ軸受９２を介して壁部１６に受けられ、増速機１２の入力軸１２
ａには、回転トルク以外の荷重がほとんど伝達されないようになっている。
【００７６】
　以下、三列ころ軸受９２の作用について具体的に説明する。
　主軸１１が取り付けられる内輪９２ｂの突状部９５軸線方向における両側は、第一のこ
ろの列Ｒ１を介して外輪９２ａに受けられている。このため、主軸１１にスラスト荷重が
加わると、外輪９２ａに対する内輪９２ｂの相対回転が許容された状態のまま、外輪９２
ａによってスラスト荷重が受けられる。
　また、この第一のころの列Ｒ１は突状部９５の両側にそれぞれ設けられていて、突状部
９５は、軸線方向の両側から外輪９２ａに支持されているので、主軸１１に曲げ荷重が加
わっても、外輪９２ａに対する内輪９２ｂの相対回転を許容しながら、曲げ荷重が外輪９
２ａによって受けられる。
【００７７】
　また、内輪９２ｂに設けられる突状部９５の外周面９５ｂと外輪９２ｂに設けられる第
二の溝９４の底面９４ａとの間には、第二のころの列Ｒ２が設けられている。
　内輪９２ａは、この第二のころの列Ｒ２を介して外周から外輪９２ａに受けられている
。このため、主軸１１にラジアル荷重が加わると、外輪９２ａに対する内輪９２ｂの相対
回転が許容された状態のまま、外輪９２ａによってラジアル荷重が受けられる。
【００７８】
　外輪９２ａは、ナセル３の壁部１６に取り付けられており、主軸１１から内輪９２ｂに
伝えられたスラスト荷重、曲げ荷重、及びラジアル荷重は、三列ころ軸受９２を介して壁
部１６によって受けられる。
【００７９】
　このように、本実施形態にかかる風力発電用風車９１では、一基の三列ころ軸受９２に
よって主軸１１を支持しているので、主軸１１の支持構造がコンパクトになる。
　また、このように主軸１１に加わるラジアル荷重、スラスト荷重、及び曲げ荷重は、三
列ころ軸受９２によって受けられるので、増速機１２及び増速機支持体に要求される強度
が小さくて済む。
　そして、このように増速機１２に要求される強度が小さくて済むので、増速機１２とし
て、従来の風力発電用風車に用いていたものよりも小型、軽量のものを用いることができ
る。
【００８０】
　なお、本実施の形態にかかる風力発電用風車９１について、第二実施形態にかかる風力
発電用風車の構成、及び第一、第二実施形態にかかる風力発電用風車の変形例の構成を適
用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第一実施形態にかかる風力発電用風車を示す側断面図である。
【図２】本発明の第一実施形態にかかる風力発電用風車のナセル内の構成を示す側断面図
である。
【図３】図２の一部拡大図である。
【図４】本発明の第二実施形態にかかる風力発電用風車の構成を示す側断面図である。
【図５】第二の実施の形態にかかる風力発電用風車の他の構成例を示す側断面図である。
【図６】第二の実施の形態にかかる風力発電用風車の他の構成例を示す側断面図である。
【図７】第二の実施の形態にかかる風力発電用風車の他の構成例を示す側断面図である。
【図８】本発明にかかる風力発電用風車の一変形例を示す側断面図である。
【図９】本発明にかかる風力発電用風車の一変形例を示す側断面図である。
【図１０】本発明にかかる風力発電用風車の一変形例を示す側断面図である。
【図１１】本発明にかかる風力発電用風車の一変形例を示す側断面図である。
【図１２】本発明の第三実施形態にかかる風力発電用風車を示す側断面図である。
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【符号の説明】
【００８２】
１，３１，９１　風力発電用風車
２　支柱
３　ナセル
５　風車回転翼
１１，３２　主軸
１２，３４，５１，６１，７１，８１，８２　増速機
１３　発電機
１２ａ，３４ａ，５１ａ　入力軸
１６　複列テーパーころ軸受
１７，３３　カップリング
９２　三列ころ軸受
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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